
「
情
報
通
信
技
術
分
科
会
に
お
け
る
委
員
会
の
設
置
」
（
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
技
術
分
科
会
決
定
第
三
号
）
の
一
部
改
正

新
旧
対
照
条
文

○
情
報
通
信
技
術
分
科
会
に
お
け
る
委
員
会
の
設
置
（
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
技
術
分
科
会
決
定
第
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

本
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
本
分
科
会
が
つ
か
さ
ど
る
調
査
審
議
を
促

進
す
る
た
め
、
情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
第
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

本
分
科
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、
次
の
委
員
会
を

設
置
す
る
。

一

名
称
及
び
所
掌

１
及
び
２

（
略
）

３

陸
上
無
線
通
信

委
員
会

移
動
通
信
シ
ス
テ
ム

及
び
固
定
通
信
シ
ス
テ
ム

に
係
る
技
術
的
条
件

に
関
す
る
事
項

４
～
７

（
略
）

二

（
略
）

本
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
本
分
科
会
が
つ
か
さ
ど
る
調
査
審
議
を
促

進
す
る
た
め
、
情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
第
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

本
分
科
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、
次
の
委
員
会
を

設
置
す
る
。

一

名
称
及
び
所
掌

１
及
び
２

（
略
）

３

移
動
通
信
シ
ス
テ
ム

委
員
会

移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
に
係
る
技
術
的
条
件
に
関
す
る
事
項

４
～
７

（
略
）

二

（
略
）

参考資料２



 
 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
に
お
け
る
委
員
会
設
置
の
一
部
改
正 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日 

 

 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
技
術
分
科
会
決
定
第
四
十
五
号 

 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
に
お
け
る
委
員
会
設
置
（
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日

情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
技
術
分
科
会
決
定
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

  

第
一
項
第
３
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

陸
上
無
線
通
信
委
員
会 

移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
及
び
固
定
通
信
シ
ス
テ
ム
に
係
る
技
術
的
条
件

に
関
す
る
事
項 
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